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ID: 498   
担当部署: 町民課  

処分の概要 特定入所者介護サービス費の支給 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介護保険法 第51条の3第1項 

法 令 番 号 平成9年法律第123号 

【基準】 

 法第51条の3第1項及び省令第83条の5の規定による。 
 (特定入所者介護サービス費の支給) 
第51条の3 市町村は、要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省

令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅

サービス(以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、

当該要介護被保険者(以下この条及び次条第1項において「特定入所者」という。)に対し、当

該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サー

ビス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要し

た費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サ

ービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第37条第1項の規定による指定を受けてい

る場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りで

ない。 
(1) 指定介護福祉施設サービス 
(2) 介護保健施設サービス 
(3) 指定介護療養施設サービス 
(4) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
(5) 短期入所生活介護 
(6) 短期入所療養介護 
 
 (法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 
第83条の5 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当

していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を

受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費

の支給を受ける者に限る。)とする。 
(1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービス(法第51条の3第1項に規

定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービス

を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法

律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第

328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において

同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 
(2) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月に

おいて要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以

下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第51
条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、

保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの 
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(3) 被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。) 
(4) 前3号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であ

って、その属する世帯の構成員の数が2以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当

するもの 
イ その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特

定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより

当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号

において同じ。)の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける

日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税

法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当

該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する

月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13
号に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲

げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当

該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に90
分の10を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護

サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費

用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、80万円以下であること。 
ロ イに規定する世帯主及びすべての世帯員が所有する現金、所得税法第2条第1項第10号に規

定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等

運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、

450万円以下であること。 
ハ イに規定する世帯主及びすべての世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のた

めに必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 
ニ イに規定する世帯主及びすべての世帯員について、災害その他の特別の事情があると市町

村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては

医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の

規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成 22 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 
 


